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【Ⅰ－６ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保－⑫】 

⑫ 訪問看護指示書の記載欄の見直し 
 

第１ 基本的な考え方 
 

医師の指示に基づき、医療的ニーズの高い利用者に対する理学療法士
等による訪問看護が適切に提供されるよう、理学療法士等が訪問看護の
一環として実施するリハビリテーションに係る訪問看護指示書の記載欄
を見直す。 

 
第２ 具体的な内容 
 

令和３年度介護報酬改定において、理学療法士等が訪問看護の一環と
して実施するリハビリテーションの時間及び実施頻度等を訪問看護指示
書に記載することとされたことを踏まえ、医療保険制度においても同様
の対応を行うこととし、訪問看護指示書に当該事項に係る記載欄を設け
る。 

 
 

 

 


